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1． はじめに

 この度は、弊社商品をお買い求めいただき、まことにありがとうございます。

2． 動作環境

 本ソフトウェアは、下記に記載の条件が満たされていない場合は、動作いたしませんのでご注意ください。

 (1)　動作可能OS	 　Microsoft Windows 10/8.1/8/7

    　Windows Server 2012　　Windows Server 2008

 (2)　推奨メモリサイズ 　4GB 以上（32bit 版） 

    　8GB 以上（64bit 版）

 (3)　ブロードバンド対応の、インターネットへの接続環境が存在し、『産廃イチロー』を導入したパソコンが、

 　　 すでにインターネットに接続していること

 (4)　電子メールアドレスを保有していること
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3． インストール

 インストールの前提条件　　　『産廃イチロー』が、すでにインストールされていること

 (1)　『SMS-ASP（産廃 WEB）』インストーラーを、弊社ホームページからダウンロード取得します。

 (2)　(1) でダウンロード保存した場所にある『SanpaiWEB_Setup.msi』をダブルクリックして開きます。

 (3)　『次へ』ボタンをクリックした後、インストーラーの指示に従って、本ソフトウェアーを

 　　インストールします。　　 

 　　『キャンセル』のクリックなど途中で中止した場合は、もう一度、最初からインストールし直して

 　　ください。

 (4)　インストールを確認します。

 　　『産廃イチロー』を起動し、メインメニューに『SMS-ASP』が新たに追加されたことを確認します。

 　　確認できれば、『SMS-ASP（産廃 WEB）』システムが正常にインストールされています。

複数台のパソコンで運用される方は、必ず全てのパソコンに『SMS-ASP』をインストールしてください。

『SMS-ASP』は、インターネットを介して、弊社サーバーと常に同期をとります。
（各種『マスター』や、『マニフェスト』保存時など）

インストールされていないパソコンでデータを更新しても、弊社サーバーへ同期されません。
ローカル側と、弊社サーバー側でデータの食い違いが発生し、様々な問題が発生してしまいます。
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4． 会社情報登録
 運用開始前の初期設定です。初回１度だけ、作業を行います。

 メインメニューの『SMS-ASP』→『会社情報登録』をクリックして開きます。

 ※ 本画面で『名称』などが表示されない場合は、メインメニュー『マスターメンテナンス (M)』→

 　 『基本マスター』→『会社情報』画面で、『コード』が『1』の会社 ( 自社 ) 情報を登録してください。

 (1)　『SMS_ID』と『パスワード』を入力します。

  『SMS-ASP』登録時に、弊社から受け取った『SMS-ID』と『パスワード』を入力して登録します。

  ※ 『SMS-ASP　会員登録完了通知書』に記載されています。

  ※ 通知書は、弊社から宅配にてお送りしております。

  　 メールや FAX で送付している場合もございます。

 (2)　『運搬受託者』と『処分受託者』を選択します。

  自社がマスター登録されている業のみご登録ください。

  ※ 前もって『運搬受託者マスター』または『処分受託者マスター』に、自社の情報を登録
  　 しておいてください。

ＳＭＳ-ＩＤ

パスワード
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 (3)　『メールアドレス』を入力します。

  マニフェストの運用作業を担当される方が、日常的に閲覧可能なメールアドレスをご登録ください。

 (4)　『登録』をクリックします。

  下の確認メッセージが表示されますので、『はい』をクリックします。

  『登録できました。』と表示されれば『OK』です。

  『登録に失敗しました。』と表示された場合は、インターネットに接続されているかを確かめ、

  入力した『SMS-ID』や『パスワード』に誤りがないか確認したあと、もう一度『登録』ボタンを

  クリックしてください。

 (5)　登録が完了したら、『産廃イチロー』のメインメニューを一旦終了し、起動し直してください。

  起動し直すと、『SMS-ASP』メニューに、各種メニューが表示されるようになります。
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5． 一括アップロード
 運用開始前の初期設定です。初回１度だけ、作業を行います。
 現時点の各種マスターを、『SMS-ASP』サーバーへアップロードする作業です。

 『SMS-ASP』運用が始まると、各種マスターやマニフェストは『保存』するだけで、自動的に同期がとられます。
 ユーザー様は、何も意識する必要はありません。

 途中で処理を止めることはできませんので、ご注意ください。

 (1)　メインメニューから『SMS-ASP』→『一括アップロード』をクリックして開きます。

 (2)　各マスタｰが『全選択』チェックされた状態で画面が開きますので、そのまま『実行』ボタンを
 　　 クリックします。
 　　 
 　　 下の確認メッセージが表示されますので、『はい』をクリックし、アップロードを行います。

 
 　　 目安として 1 分間に 500 件のペースです。
  ※ インターネット回線の速度に依存しますので、環境によって遅くなることもあります。

 　　 特に『排出事業場』は件数が多いと思われます。アップロード開始の際はご注意ください。
 　　 必要に応じて、チェックを外して分割してアップロードを行ってください。

 (3)　『登録できました。』と表示されれば完了です。『OK』をクリックして画面を閉じます。
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6． 『運搬受託者マスター』の WEB 対応処理
 メインメニューから『マスターメンテナンス (M)』→『運搬受託者』をクリックします。

 『4．会社情報の登録』で登録した貴社が、『運搬受託者』に該当する場合、『運搬受託者マスター』で
 以下の情報を編集します。

 『JWNET』から届いた『加入証』と『JWNET 加入内容のお知らせ（その１）・（その２）』をご用意ください。
 『加入者区分』が『収集運搬業者』になっていることをご確認ください。

 『他社』の『運搬受託者』であっても、『加入者番号』・『公開確認番号』は、入力が必要です。

 加入者番号
 　　『加入証』に記載された『加入者番号』を入力します。

 　　『利用開始日』が、運用開始をする日より前の日付になっているかご確認ください。
 　　まだ『利用開始日』になっていない場合は、送受信ができません。

 EDI 利用確認キー 
 　　『EDI 利用確認キー』を入力します。

 公開確認番号
 　　『処理業者公開パスワード』を入力します。

 E_mail（電子メールアドレス） 
 　　マニフェストの運用作業を担当される方が、日常的に閲覧可能なメールアドレスをご登録ください。
 　　『4．会社情報の登録』で登録したしたメールアドレスと同じものでも問題ありません。

 ※ 『（電子マニフェスト）搬入』の項目、『自社搬入』チェックについて
 　　『会社マスター』に登録の業者（貴社）では使用しないください。

 　　『排出事業者』が直接、貴社の『積替保管場所』または『処分場』に、廃棄物を搬入する場合に
 　　チェックして設定します。

 　　『自社搬入』の場合、『加入者番号』と『ＥＤＩ利用確認キー』には『排出事業者』のものを設定します。
 　　『公開確認番号』については入力不要です。詳細は、次頁をご参照ください。
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7． 『積替保管場所マスター』の WEB 対応処理
 積替保管場所を保有していない場合は、設定不要です。

 メインメニューから『マスターメンテナンス (M)』→『積替保管場所』をクリックして開き、
 『4．会社情報の登録』で登録した貴社の以下の情報を、『積替保管場所マスター』で編集します。

 事業場番号
 　　『事業場番号』は、『ＪＷＮＥＴシステム』で、貴社が登録された『積替保管場所』のコードです。
 　　　　※ 『事業場番号』が未設定の場合は『００１』が設定されたものとします。
 　　　　※ 『事業場番号』が誤っている場合は、正しい『積替保管場所』として送信されません。

 運搬受託者加入者番号
 　　 『運搬受託者マスター』の『（電子マニフェスト）搬入』で、『自社搬入』にチェック設定されている
 　　場合にのみ、その『運搬受託者』（＝『排出事業者』）の『加入者番号』を入力します。

 ※ 『運搬受託者マスター』の『（電子マニフェスト）搬入』で『自社搬入』にチェック設定されている場合
 　 『自社搬入』業者として扱います。
 　 『自社搬入』の場合、『積替保管場所』の持ち主の情報を入力し、登録します。

 　・事業場番号  　　 事業場（＝積替保管場所）を所持している『運搬受託者』の『事業場番号』
 　・運搬受託者加入者番号　　事業場（＝積替保管場所）を所持している『運搬受託者』の『加入者番号』

事業場番号i

『運搬受託者加入者番号』は

『自社搬入』の場合のみ設定
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　　(1)　『運搬受託者マスター』に、自社（ユーザー様）の情報を登録をします。

 　　・『公開確認番号』、『加入者番号』、『EDI 利用確認キー』は、自社（ユーザー様）の情報を登録します。

 　　・『（電子マニフェスト）搬入』は、『自社搬入』にチェックは入れません。

　　(2)　『積替保管場所マスター』で、他社が保有する『積替保管場所』の情報を登録します。

 　　『運搬受託者』には、上記 (1) で登録した、自社（ユーザー様）を入力指定し、ひも付けて作成します。

 　　以下の３項目に、他社の情報を登録します。

 　　・公開確認番号

 　　・事業場番号

 　　・運搬受託者加入者番号

 　　この情報については、弊社では確認できかねますので、ユーザー様において、『積替保管場所』を
 　　保有されている他社様にご確認をお願いします。

【運搬受託者マスター】

【積替保管場所マスター】

チェックなし

１．他社 (収集運搬業者) が保有する積替保管場所へ持ち込む場合
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　　(1)　『運搬受託者マスター』に、排出事業者の名前で情報を登録をします。

 　　・『加入者番号』と『EDI 利用確認キー』は、排出事業者様の情報を登録します。

 　　・『（電子マニフェスト）搬入』は、『自社搬入』にチェックを入れます。
 　　・『公開確認番号』は、入力不要です。

　　(2)　『積替保管場所マスター』で、自社（ユーザー様）が保有する『積替保管場所』の情報を登録します。

 　　『運搬受託者』には、上記 (1) で登録した、排出事業者を入力指定し、ひも付けて作成します。

 　　以下の 2 項目には、自社（ユーザー様）の情報を登録します。

 　　・事業場番号

 　　・運搬受託者加入者番号

【運搬受託者マスター】

【積替保管場所マスター】

チェックあり

２．排出事業者が、自社（ユーザー様）保有の積替保管場所へ持ち込む場合
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8． 『処分場マスター』の WEB 対応処理
 メインメニューから『マスターメンテナンス (M)』→『処分場』をクリックします。

 『4．会社情報の登録』で登録した貴社が『処分受託者』に該当する場合、『処分場マスター』で、以下の
 情報を編集します。

 『JWNET』から届いた『加入証』と『JWNET 加入内容のお知らせ（その１）・（その２）』をご用意ください。
 『加入者区分』が『処分業者』になっていることをご確認ください。

 『収集運搬業者』だけのユーザー様も、『加入者番号』と『公開確認番号』はご登録ください。
 　　※ 貴社が『SMS-ASP』サービスを提供する、他社様の『処分場』の情報を入力していただくことに
 　　　 なりますので、『処分受託者』様、または『JWNET』上でご確認ください。

 『他社』の『（最終）処分場』の場合は、『加入者番号』・『公開確認番号』・『EDI 利用確認キー』の 3 項目
 について、入力は不要です。

 加入者番号
 　　『加入証』に記載された『加入者番号』を入力します。

 　　『利用開始日』が、運用開始をする日より前の日付になっているかご確認ください。　
 　　まだ『利用開始日』になっていない場合は、送受信ができません。

 EDI 利用確認キー 
 　　『EDI 利用確認キー』を入力します。

 公開確認番号
 　　『処理業者公開パスワード』を入力します。

 E_mail（電子メールアドレス）
 　　マニフェストの運用作業を担当される方が、日常的に閲覧可能なメールアドレスをご登録ください。
 　　『4．会社情報の登録』で登録したしたメールアドレスと同じものでも問題ありません。
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　　※ 『（電子マニフェスト）処分』の項目、『自社処分』チェックについて

 　『会社マスター』に登録の業者（貴社）では使用しないください。

 　『排出事業者』が、自ら排出したごみを『自社』で処分する場合に、チェックして設定します。

 　ただし、排出・運搬・処分とも『排出事業者』が処理する場合は、報告不要業者となるため、

 　『電子マニフェスト』を作成できませんので、ご注意ください。

　　※ 処分終了報告が不要な（全て有価物となる）ケースについて

 　処分不要業者を登録する時は、『加入者番号：0000000』（0 が 7 桁）で登録します。

 　これは、処分終了報告が不要な時（全て有価物となる）の登録方法です。

 　この登録をした場合、この処分場で処分終了報告は、一切できなくなるのでご注意ください。

 　該当のマニフェスト内で、部分的に有価物がある場合は、上記設定ではなく、『有価物収集量』の欄を

 　使用します。

　　※ 処分場を新設した場合の対応について

 　『加入者番号』は、『処分場』ごとに付与される番号です。

 　そのため、『処分場』を新設したときには、『処分場マスター』に新規追加するとともに、

 　『SMS-ASP（産廃 WEB）』システムにも、新たに登録が必要となります。

 　弊社にご連絡をお願いいたします。
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9． 『排出事業者マスター』の WEB 対応処理

 メインメニューから『マスターメンテナンス (M)』→『排出事業者』をクリックします。

 『4．会社情報の登録』で登録した貴社が、『SMS-ASP』サービスを提供する『排出事業者』の登録画面を
 呼び出し、3 つのケースに応じて、項目の設定を行います。

3 つの設定方法があります。
運用方法によって、設定が異なりますので排出事業者ごとで個別の設定が必要となります。
ここで運用に見合った設定をしないと、正常に送信ができないことが起こりますので、確実に設定を
お願いします。

※ 産廃業者が、『産廃イチロー』でマニフェストを新規作成しない場合は、『3』の設定のみとなります。
　 『1』と『2』の設定はしないようにお願いします。
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 【必須入力項目】

 　①	加入者番号
  『加入者番号』は、排出事業者様にご確認ください。

 　②	EDI 利用確認キー
  『EDI 利用確認キー』は、排出事業者様にご確認ください。

 　⑤	電子マニフェスト
  『収集運搬受託者が SMS-ASP で直接送信する』にチェックを入れてください。

  ※ ①と②は『JWNET EDI 版利用書』に記載されています。

 【任意入力項目】

 　③ パスワード
  ユーザ様が任意に設定できます。

  『排出事業者』が『SMS-ASP』にログインする時に、本パスワードを利用します。

 　④ E_mail
  『JWNET』へマニフェスト送信予約をした時などに、本メールアドレスにメールが届きます。

　 　　 メールが送信されるタイミング

  　　・電子マニフェストが『産廃イチロー』で保存された時

  　　・正常に『JWNET』送信が完了した時

  　　・夜間バッチ処理で、送信が失敗した時 　

　　　　

  　　※ 夜間バッチ処理とは、20:00 ～ 08:00 までの間、『JWNET』に電子マニフェストを送信する

  　　　 作業のことです。
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 【必須入力項目】

 　①	加入者番号
  『加入者番号』は、排出事業者様にご確認ください。

 　②	EDI 利用確認キー
	 	 『EDI 利用確認キー』は、排出事業者様にご確認ください。

	 	 ※ ①と②は『JWNET EDI 版利用書』に記載されています。

 　③ パスワード
  ユーザー様が任意に設定できます。

  『排出事業者』が『SMS-ASP』にログインする時に、本パスワードを利用します。 

  この登録がされていないと、『排出事業者』が『SMS-ASP』画面から送信できなくなりますので
  必ず設定してください。



17

 　④ E_mail
  『排出事業者』のメールアドレスを登録してください。

  『SMS-ASP』上で『送信予約』( 仮予約 ) されたことを、『排出事業者』にお知らせする必要が

  ありますので、必ず設定してください。

 　⑤	電子マニフェスト
  『排出事業者が SMS-ASP で直接送信する』にチェックを入れてください。

 【必須入力項目】

 　①	加入者番号
  『加入者番号』は、排出事業者様にご確認ください。

 　⑤	電子マニフェスト
  『排出事業者が SMS-ASP 以外で JW-NET へ送信する ( 電子を使わない場合もこちら )』に
  チェックを入れてください。
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10． マスターデータの確認
 以下の確認作業については、自社で使用するマスターのみの確認、登録で OK です。
 新規追加時に設定入力して登録済みのケースもありますが、古くから『産廃イチロー』をご利用いただいて
 いる場合、『電子用コード』が空白のままのケースもあるため、確認、登録作業が必要になります。

 各マスターのレコードに対応する『電子マニフェスト用コード』が設定されているか、を確認します。

 設定されていない場合は、『電子マニフェスト用コード』を確認、設定します。
 コードの確認については、『【付録】電子マニフェストシステム各種コード表』　をご利用ください。

 (1)　『処分方法マスター』の『電子用処分方法コード』を確認、設定します。
  ※ 『【付録】電子マニフェストシステム　各種コード表』　13 ページ参照

  自社で契約している『処分方法』すべてに対して、設定を確認します。
  設定されていない場合は、『【付録】電子マニフェストシステム　各種コード表』で該当する
  コードを調べてから、『処分方法マスター』画面で入力設定し、保存してください。

 (2)　『産業廃棄物名称マスター』の『電子用廃棄物分類コード』を確認、設定します。
  ※ 『【付録】電子マニフェストシステム　各種コード表』　1 ページ参照

  電子マニフェストにおける『廃棄物分類コード』は 7 桁の数値ですが、『産業廃棄物名称マスター』
  画面上では、4 桁で登録するようになっています。 
  『JWNET』においては、『分類コード』の上 4 桁分のみ利用し、下 3 桁は無視されるからです。

 (3)　続けて、以下の 3 つのマスターについても同様に、『電子マニフェスト用コード』を確認、設定します。
  ・単位マスター
  ・荷姿マスター
  ・有害物質マスター

この例では、『破砕』の

『電子用処分方法コード』→

『２０７』を設定

この例では、『廃タイヤ』の

『電子用廃棄物分類コード』→

『０６０１』を設定
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『3．インストール	～ 10．マスターデータの確認』までが
運用上必要な初期設定です。

運用が始まってからも、マスターなどの編集や追加の作業
が必要な場合はありますが、10．までの作業を終了すると

『SMS-ASP』システムをご利用いただけるようになります。
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 【特記事項】　パスワードについて
 　　　　　　※ 【9． 『排出事業者マスター』の WEB 対応処理】参照

 『排出事業者マスター』に設定したパスワードは、あたかも、ユーザ様（貴社）が用意をしたと思われる
 （弊社）ホームページ（下図参照）へ、『排出事業者』様がログインする際に利用するパスワードです。

 『排出事業者』様が、（貴社が登録した）電子や紙の『マニフェスト』データを 見るときには、
 次の URL を開いて、『ユーザ ID』と『パスワード』を入力、弊社ホームページにログインいただきます。
 　　https://www.sanpaiasp.net/

 　　・ユーザ ID  『SMS-ASP 会員登録完了通知書』の『SMS　ID』をご利用ください。
 　　・パスワード 『排出事業者マスター』に登録した『パスワード』です。

 　　※ 『SMS　ID』は、ひとつしかないため、全ての排出事業者で共通の番号です。
 　　　 『パスワード』は、排出事業者ごとに、別の内容を登録してください。（半角英数字で最大 20 文字）

 従って、『排出事業者』様へは
 　　・『排出事業者マスター』で設定した『パスワード』
 　　・SMS　ID
 　　・上記 URL 　https://www.sanpaiasp.net/  の 3 つの項目をご連絡ください。

 　　※ 本説明書の『23．【サンプル】排出事業者様へのご案内状』に、お知らせされる際の、例文を掲載
 　　　 しておりますので、ぜひご参照ください。

https://www.sanpaiasp.net/
https://www.sanpaiasp.net/
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11． 基本操作（実際の業務の進めかた）

 『3．インストール ～ 10．マスターデータの確認』までの、初期設定が完了していることが前提です。
 大きく分けて２つのパターンがあります。

 (1)　『JWNET』に登録済みの『電子マニフェスト』を『産廃イチロー』へダウンロードします。

  まずは、土台となる『電子マニフェスト』を『産廃イチロー』へ『取込み』ます。

  メインメニューから『SMS-ASP』→『ダウンロード』をクリックします。
  『ASP データダウンロード』画面で、取込み可能な状態に編集し、『取込み』を行います。
  基本的に『前回取込み日付』～『本日日付』を指定し、『最終更新日』を選択して『照会』で
  抽出されるデータを、全て『取込み』してください。

 (2)　『産廃イチロー』に取り込んだ『マニフェスト』を開き、『運搬』・『処分』の情報を入力して
 　　 『F11 保存』します。

  ・運搬 　　運搬担当者、車両、運搬終了日、運搬数量と単位（『数量メモ』の項目内）
  ・処分 　　処分担当者、処分終了日、処分数量と単位（『数量メモ』の項目内）

  ※ 『F11 保存』すると、自動的に『送信予約』が作られます。
  　 『紙マニフェスト』の登録と同じように、意識することなく『電子マニフェスト』を扱うことが
  　 できます。

 (3)　『送信予約リスト』の内容を確認して問題がなければ、PDF ファイル、または印刷物として出力し、
 　　 保管します。

  ここに表記されている『送信予約』内容が、その日の夜間に、自動的に『JWNET』へ送信されます。
  表記されている内容のみが送信される仕組みです。
  送信したい内容が表記されていない場合は、マニフェストをもう一度『F11 保存』してください。
  それでも表記されない場合は、調査が必要です。

  『送信予約リスト』は、その日の作業が、全て終了してからご確認ください。
  作業途中ですと、変更箇所が出てくる可能性があるためです。

  メインメニューから『SMS-ASP』→『チェックリスト』をクリックして開き、『送信予約リスト』を
  選択して『印刷』します。

 (4)　翌日『送信済みリスト』を出力して、前日の『送信予約リスト』の内容と相違ないか確認します。

  送信に失敗している場合は、ご登録のメールアドレス宛に、送信失敗の旨と原因が送信されて
  います。

  メインメニューから『SMS-ASP』→『チェックリスト』をクリックして開き、『送信済みリスト』を
  選択して『印刷』します。

１．電子マニフェスト新規作成を、排出事業者が行う場合
※産廃業者様（ユーザー様）は、運搬・処分・最終処分終了報告のみを行う時
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 (1)　『産廃イチロー』で『電子マニフェスト』を新規作成します。

  『紙マニフェスト』を作成するのと同じような感覚で、簡単に作成できます。

  また、『運搬』・『処分』の情報を、同時に入力することもできます。

  ・運搬 　　運搬担当者、車両、運搬終了日、運搬数量と単位（『数量メモ』の項目内）

  ・処分 　　処分担当者、処分終了日、処分数量と単位（『数量メモ』の項目内）

  ※ 『F11 保存』をすると、自動的に『送信予約』が作られます。

 (2)　『送信予約リスト』の内容を確認して問題がなければ、PDF ファイル、または印刷物として出力し、
 　　 保管します。

  ここに表記されている『送信予約』内容が、その日の夜間に、自動的に『JWNET』へ送信されます。
  表記されている内容のみが送信される仕組みです。
  送信したい内容が表記されていない場合は、マニフェストをもう一度『F11 保存』してください。
  それでも表記されない場合は、調査が必要です。

  『送信予約リスト』は、その日の作業が、全て終了してからご確認ください。
  作業途中ですと、変更箇所が出てくる可能性があるためです。

  メインメニューから『SMS-ASP』→『チェックリスト』をクリックして開き、『送信予約リスト』を
  選択して『印刷』します。

 (3)　翌日『送信済みリスト』を出力して、前日の『送信予約リスト』の内容と相違ないか確認します。

  送信に失敗している場合は、ご登録のメールアドレス宛に、送信失敗の旨と原因が送信されて
  います。

  メインメニューから『SMS-ASP』→『チェックリスト』をクリックして開き、『送信済みリスト』を
  選択して『印刷』します。

 ※ この 2．のケースで、『JWNET』への送信前に、『排出事業者』の『確認』を必要とさせる、という運用も

 　 可能です。

 　 マニフェストの処理を、完全に『産廃業者』に委ねるのではなくて、『JWNET』に反映（送信）する前に、

 　 『排出事業者』様がチェックをする、というやり方です。

２．電子マニフェスト新規作成を、産廃業者様（ユーザー様）が行う場合
※産廃業者様（ユーザー様）が、マニフェスト新規作成、運搬・処分・最終処分終了報告を行う時
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12． ダウンロード
 『JWNET』から『電子マニフェスト』のデータをダウンロードして、『産廃イチロー』へ取込む処理です。
 運用が滞りなく流れ始めたら、毎日行う作業になります。
 『抽出日』の欄で『前回取込み日付』～『本日日付』を指定入力し、『抽出項目』の欄で『最終更新日』を
 選択した後、『照会』ボタンをクリックします。その後、ダウンロードが必要なデータが抽出、表示され
 ますので、そのデータを全て『F11 取込み』ボタンをクリックして『産廃イチロー』へ取り込みます。
 こうすることで、取りこぼしを無くせます。どうしても表示が重複するデータは出ますが、上書きされます
 のでご安心ください。

 日々の『ダウンロード・取込み』をしておかないと、『JWNET』のデータと『産廃イチロー』のデータ間で、
 食い違いが生じてしまいます。ご面倒でも、毎日、本作業を行ってください。

 メインメニューから『SMS-ASP』→『ダウンロード』をクリックして開きます。

　　【加入条件】

 加入者名

 　　ダウンロードを行う『加入者』（＝貴社）を選びます。
 　　選択できる『加入者』は『会社情報マスター』に登録を行った、貴社の設定内容です。

 　　『運搬』と『処分』の両方を業務としている場合は、必要に応じて『加入者名』を変更して
 　　『ダウンロード』作業を行う必要があります。

 　　【例】 マニフェスト A（貴社が『運搬』と『処分』の →　『運搬』、『処分』のどちらの加入者名でも
     両方を行っている）  　　抽出されます。
   マニフェスト B（貴社が『運搬』のみ行っている） →　『運搬』の加入者名で抽出。   
        　　『処分』の加入者名では抽出されません。
   マニフェスト C（貴社が『処分』のみ行っている） →　『処分』の加入者名で抽出。
        　　『運搬』の加入者名では抽出されません。

　　【データダウンロード条件】

 検索区分

 　　a) 『抽出日で取得』を選択した場合、続いて以下の項目を指定します。

  　抽出日　　　期間を、元号 ee/mm/dd ～元号 ee/mm/dd で指定します。
   　　　カレンダーから選択して入力できます。
   　　　範囲の最大は、30 日間です。

  　抽出項目　　引渡日／登録日／最終更新日／課金発生日　のいずれかを選択します。
   　　　初期値は『最終更新日』となっています。
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 　　b) 『マニフェスト番号で取得』を選択した場合、続いて以下の項目を指定します。

  　マニフェスト番号　　番号を、0000000000000 ～ 99999999999 で指定します。
    　　　 範囲の最大は、○○○ ～ ＋ 3000 番です。

 処分方法

 　　・『未入力時　自動判定』をチェックした場合

  　『処分方法』が入力されていない場合に、『産業廃棄物名称マスター』の『マニフェスト詳細
  　データの新規時デフォルト設定』に従って、自動的に判定し、検索結果に反映します。

  　　 ※ 『産業廃棄物名称マスター』で『マニフェスト詳細データの新規時デフォルト設定』の
  　　 　 項目が設定されていないと、自動判定できませんので、ご注意ください。
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　　【照会】

 加入条件、データダウンロード条件（『抽出日』範囲、または『マニフェスト番号』範囲）を指定した後、
 『照会』ボタンをクリックします。

 『JWNET』に問い合わせを行い、条件に該当する範囲の電子マニフェストをダウンロードします。
 この処理は、通常 1 日１回のみ実行しますが、1 日の内で 2 回以上行うと、既に存在するマニフェストに
 上書きされることになります。

 『産廃イチロー』でマニフェストを編集していた場合、データが入力前に戻りますのでご注意ください。

　　【印刷】

 マニフェスト種別

 　　全てのマニフェスト／電子マニフェスト／他社電子マニフェスト／取込み可能マニフェスト／
 　　取込み不可マニフェスト　のいずれかの絞込み条件を指定し、印刷を実行します。

 　　・全てのマニフェスト 取得した全てのマニフェストを印刷します。
 　　・電子マニフェスト  自社（＝貴社）が直接送信したマニフェスト
     『排出事業者マスター』：『収集運搬受託者が SMS-ASP で直接送信する』
       　　　にチェックが入っているケース
 　　・他社電子マニフェスト 他社（＝排出事業者）が送信したマニフェスト
     『排出事業者マスター』：『排出事業者が SMS-ASP で直接送信する』
       　　　にチェックが入っているケース
 　　・取込み可能マニフェスト 取込みを行ってもイチローシステムに問題をおこさないマニフェスト
 　　・取込み不可マニフェスト 取込みを行うとイチローシステムに問題をおこすマニフェスト

 　　※ ダウンロード結果リストで、左端の行選択部分が赤色になっている場合は、取り込みできません。
 　　　 また、黄色になっている場合は、有害、運搬、最終予定、最終処分、連絡番号、備考、中間処理、
 　　　 障害、のいずれかに、取込みできない部分があります。

 マニフェスト件数 

 　　『JWNET』からダウンロードしたマニフェストの件数です。

　　【ファンクションキー】

 F1 基  本  　　排出事業者送信分

 F2 有  害  　　排出事業者送信分（『有害物質』情報の取込み）

 F3 運  搬  　　運搬受託者送信分（運搬終了報告、『積替保管』、『運搬担当者』の取込み）

 F4 最終予定 　　排出事業者送信分（最終処分予定の取込み）

 F5 最終処分 　　処分受託者送信分（中間処理業者最終処分報告、『最終処分日』、『処分場』の取込み）

 F6 連絡番号 　　排出事業者送信分（『連絡番号』情報の取込み）

 F7 備  考  　　排出事業者送信分（『備考』情報の取込み）

 F8 中間処理 　　排出事業者送信分（『中間処理』情報の取込み）

 F9 障  害  　　排出事業者送信分（『障害』情報の取込み）

 F10 表示切替 　　全表示（＝『JWNET』からのファイル項目を、全てを表示）と
   　　部分表示（＝必要最小限の項目情報のみを表示）　を切替えます。

 F11 取込み 　　『産廃イチロー』システムに、取込みを行います。
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　　【『F11 取込み』処理について】

 ・『F11 取込み』処理は、画面を『F1 基 本』に切替えてから行います。

 ・１行ずつ、または、複数行を選択し、一括して取込むことが可能です。
 　ただし、取込みできない行がある場合、その行を含めての取込みはできません。

 　　　※ 複数行を選択する方法
   Shift キーを押しながらドラッグ 　連続した範囲を選択
   Ctrl キーを押しながらクリック 　非連続の１行ずつを複数選択　　することができます。

 ・ ダウンロード結果リストで、
 　　　a）列タイトルの、緑色の項目が『産廃イチロー』システムに取込まれる情報です。

 　　　b）左端の行選択部分が、青色の行について
  　　　『JWNET』からの受信データで、『削除（マニフェスト自体の取消し）されたデータ』の意味です。
  　　　取込可能です。

  　　　マニフェスト自体がすでに『JWNET』上に存在しない状態で、削除されたという情報ですが
  　　　取込みが必要です。
  　　　削除済みであるのに表示されるのは気持ち悪いかもしれませんが、情報として表示されます。

 ・ダウンロード結果リストで、左端の行選択部分が、赤色または黄色になっている場合、その行は
 　『取込み』できません。

 　　　a）赤色の行について
  　　　現在開かれている項目で、取込みできない部分があります。
 　　 　　　画面上に表示されていない場合は、横にスクロール移動させて確認してください。

 　　　b）黄色の行について
  　　　現在開かれている項目には取込めない部分はありませんが、別な項目に切替えると
  　　　取込めない部分があります。

  　　　この場合は、黄色の行に選択行を移動してから、ファンクションキー、または画面下部の
  　　　F2 有害、F3 運搬、F4 最終予定、F5 最終処分、F6 連絡番号、F7 備考、F8 中間処理、
  　　　F9 障害、の各ボタンをクリックし、表示項目を切替えて確認してください。

  　　　取込みできない部分に該当する項目が表示されると、左端の行選択部分が赤色に変わります。

 ・『取込み』できない行については、以下のどちらかの方法で、修正してから取込みます。

 　　　a）『DB_ 排出者コード』、『DB_ 処分方法コード』などの項目は、選択入力が可能に設定されています。
    選択できる内容は、各マスター（『排出事業者マスター』、『処分受託者マスター』など）に、予め
    登録されているデータのみです。
    その中から選択して、業者または、コードを指定入力します。

 　　　b）メインメニューから『マスターメンテナンス (M)』→ 各マスターを起動します。
    新しいデータを『追加』するか、または、 登録済みのデータを画面に呼び出し、必要に応じて
    修正してから 『保存 [F11]』します。
    その後、『ダウンロード』画面に戻り、再度『照会』ボタンをクリックして取込みを行います。

 ※ 取込み結果の注意事項 … 『最終処分終了日』について

 　　　a）『ひも付け管理』導入ユーザー様
  　　　『最終処分終了日』の取込みは行いません。
  　　　2 次マニフェストを取込む際に、『最終処分日』の取込みができるためです。

 　　　b）『ひも付け管理』未導入のユーザー様
  　　　『最終処分終了日』の取込みを行います。
  　　　導入済みユーザ様と異なり、ひも付け状態が確認できないため、2 次マニフェストの取込み
  　　　だけでは、『最終処分終了日』を、１次マニフェストに反映することができないためです。

 　　　c）『ひも付け管理』導入ユーザー様で、ひも付け未設定のマニフェスト
  　　　『最終処分終了日』の取込みを行います。
  　　　上記、b）の場合と同様です。



27

 (1)　『ＯＫ』をクリックします。

 (2)　『はい』をクリックし、PDF ファイルを開きます。

『ダウンロードができませんでした。』というメッセージが表示された場合
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 (3)　『F9 障害』ボタンをクリックすると、エラーコード（上記例では『EE02005』）が表示されます。

 　　 前ページ (2) で開いた『エラーコードファイル（ＰＤＦ形式）』で、表示されたエラーコードを

 　　 検索すると、エラーの原因を追跡することができます。

 　　 エラーの内容によって、対処方法が異なります。
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13． 通知情報照会
 メインメニューから『SMS-ASP』→『通知情報照会』をクリックします。

　　【絞込み条件】

 通知情報 照会済み含む／照会済み省く　のどちらかを選択します。

 通知種別 重要通知／お知らせ通知／全ての通知　のいずれかを選択します。

   　　・重要通知  法律で定められているもの
   　　・お知らせ通知 法律には特に定められていないもの

 通知日（から）、通知日（まで）

   期間を、元号 ee/mm/dd ～元号 ee/mm/dd で指定します。
   カレンダーから選択して入力できます。

 業者設定 自社のみ／ JWNET 加入者　のどちらかを選択します。

   　　・『JWNET 加入者』を選択した場合、続いて『JWNET 加入者』を選択指定します。

 通知内容 通知内容を絞り込みたい場合は、ドロップダウンリストの中から、いずれかの項目を
   選択指定します。
   未入力時は、全ての『通知内容』が対象となります。

　　【取得】

 絞込み条件を指定した後、『取得』ボタンをクリックすると、条件に該当する通知を取得して
 画面下部の、一覧リストに表示します。
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　　【印刷】

 通知情報を印刷します。

 取得件数 『JWNET』からダウンロードしたマニフェストの件数です。

　　【承認】または【否認】

 ・『承認』または『否認』の通知が必要な場合
 　（『排出事業者マスター』で、『排出事業者が SMS-ASP で直接送信する』の項目にチェックが入っている
 　　ケース）

 　　　本画面から、『承認』または『否認』の通知を送ることができます。

 　　　『承認』または『否認』ボタンをクリックすると、確認メッセージが表示されますので
 　　　『はい』をクリックすると、『承認』または『否認』の通知を送信します。

 ・ 『承認』または『否認』が必要な『通知情報』は、10 日（当日を含む）を過ぎると、自動的に
    『否認』となります。
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14． 最終処分報告送信
 (1)　メインメニューから『SMS-ASP』→『最終処分報告送信』をクリックして開きます。

 (2)　画面左上部『一次マニフェスト』の『絞込み』ボタンをクリックすると、下の 『ASP マニフェスト
 　　 検索』画面が開きます。

 (3)　画面項目の、必要な条件を指定入力します。

 　　※ 本画面で指定した条件は自動保存され、次回検索する際、デフォルトとして表示されます。

 　　 【マニフェスト検索条件】

  ・交付日  　　開始日 ～ 終了日 　　の範囲指定
   ・交付番号 　　開始番号 ～ 終了番号 　　の範囲指定
  ・整理番号 　　開始番号 ～ 終了番号 　　の範囲指定
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  ･ 運搬終了日 　　開始日 ～ 終了日 　　の範囲指定
  ・処分終了日 　　開始日 ～ 終了日 　　の範囲指定
  ・最終終了日 　　開始日 ～ 終了日 　　の範囲指定
  ・更新日  　　開始日 ～ 終了日 　　の範囲指定
  ・登録番号 　　開始番号 ～ 終了番号 　　の範囲指定

  ・ひも付けチェック

  　　以下のの３項目から選択します。

  　　a）ブランク（空白） →　マニフェスト『詳細』の明細行で
	 	 	 	 	 　　『ひも付け済』が１行でもあれば、検索結果に表示する。

  　　b）有価含む  →　マニフェスト『詳細』の明細行で
	 	 	 	 	 　　『未ひも付け』が１行でもあれば、検索結果に表示しない。
	 	 	 	 	 　　（『有価』にチェックありの行も含めてチェックを行う）

  　　c）有価除く  →　マニフェスト『詳細』の明細行で
	 	 	 	 	 　　『未ひも付け』が１行でもあれば、検索結果に表示しない。
	 	 	 	 	 　　（『有価』にチェックありの行は除いてチェックを行う）

  　　■ 検索結果への表示について

   《例》　▼『混合廃棄物』の『１次マニフェスト』 … 総量：７ｔ／『詳細』画面

   ● ケース１

   　　『ひも付けチェック』での選択 　　a）ブランク ⇒　（検索結果へ）   表示する
       　　b）有価含む ⇒　  　表示しない
       　　c）有価除く ⇒　  　表示しない

廃棄物名称 ひ も 付 け 状 態
 廃プラスチック 〇  ２次マニフェストＡをひも付け済
 木くず ×  未ひも付け、後日ひも付け予定
 金属くず ㋹有価 ×  ひも付けしない（１次マニフェストで終了）

↓
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   ● ケース２

   　　『ひも付けチェック』での選択 　　a）ブランク ⇒　（検索結果へ）   表示する
       　　b）有価含む ⇒　  　表示しない
       　　c）有価除く ⇒　  　表示する

   ● ケース３

   　　『ひも付けチェック』での選択 　　a）ブランク ⇒　（検索結果へ）   表示する
       　　b）有価含む ⇒　  　表示する
       　　c）有価除く ⇒　  　表示する

  ・処理区分／方法　　『処理区分』・『処理方法』の指定
  ・排出事業者 　　『排出事業者』の指定 
  ･ 排出事業場 　　『排出事業場』の指定
  ・運搬受託者 　　『運搬受託者』の指定
  ・処分受託者 　　『処分受託者』の指定
  ・最終処分者 　　『最終処分者』の指定
  ・廃棄物種類名称 　　『廃棄物種類名称』の指定
  ・数量  　　『数量』の指定
  ･ 単位  　　『単位』の指定

  ・送信済み
  　　『含める』にチェックを入れた場合
   『最終処分報告済み』であっても、検索対象に含めることができます。
   （『最終処分取り消し』を行うため、通常は『含めない』を選択します。）

廃棄物名称 ひ も 付 け 状 態
 廃プラスチック 〇  ２次マニフェストＡをひも付け済
 木くず 〇  ２次マニフェストＢをひも付け済
 金属くず ㋹有価 ×  ひも付けしない（１次マニフェストで終了）

↓

廃棄物名称 ひ も 付 け 状 態
 廃プラスチック 〇  ２次マニフェストＡをひも付け済
 木くず 〇  ２次マニフェストＢをひも付け済
 金属くず ㋹有価 〇  ２次マニフェストＣをひも付け済

↓
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 　　 【絞込み対象外となるマニフェストについて】
  ・一次マニフェストの、『最終処分日』、『最終処分受託者』、『最終処分場』が未入力の場合は、
  　絞込み対象外になります。
  ・ひも付け状態が確認できないマニフェストは、絞込み対象外になります。
  ・マニフェスト番号（＝交付番号）が未入力のマニフェストは、絞込み対象外です。
  ・紙マニフェストは、絞込み対象外です。

 (4)　各ボタンをクリックし、必要な処理を行います。
  検索 　　条件に該当する一次マニフェストを絞り込み、画面下部の一覧リストに表示します。

  クリアー　　入力した検索条件の各項目を初期（未入力）状態に戻します。

  決定 　　絞りこまれた一覧リストで、『最終処分報告』を行う『一次マニフェスト』を選択し、
   　　『決定』ボタンをクリックすると、元の『ASP 最終処分報告』画面に表示します。

 (5)　『最終処分報告』処理を実行します。

  最終報告　　『一次マニフェスト』のリストで、選択されたマニフェストを送信します。
   　　選択行（青く反転している行）のみが処理されます。
   　　全て送信したい場合は、一番左上をクリックすると全ての行が選択されます。

  　　※送信前に、必ず、以下の注意事項をご確認ください。

  　　・選択行（青く反転している部分）を移動させ、『二次マニフェスト』の『最終処分終了日』
  　　　が、入力済みであることを確認します。
  　　・すでに『最終処分終了済』になっていないかを確認します。
  　　　（『報告済区分』を参照することで、本日のダウンロード時点での状態が確認できます）
  　　・『最終処分日』の修正報告はできません。
  　　　修正を行いたい場合は、一度『取消し』送信を行った後、『最終処分終了報告』を行います。

  最終取消　　　『JWNET』に『最終処分終了報告済』のマニフェストを、取消す場合に送信します。
   　　　取消し送信は、『一次マニフェスト』のリストに表示されているマニフェストの中
   　　　から、選択行（青く反転している行）のみが処理されます。

  　　※送信前に、必ず、以下の注意事項をご確認ください。

  　　・『最終処分終了報告済』のマニフェストであることを確認します。
  　　　（『報告済区分』を参照することで、本日のダウンロード時点での状態が確認できます）
  　　・『最終処分取消し報告』では、他の『運搬終了報告修正』や『処分終了報告取消し』などの
  　　　ような、『排出事業者』の承認を必要としません。

 ※ 最終報告の注意事項 ・ 『三次マニフェスト』への対応については、未対応です。『三次マニフェスト』
      状態の場合、『JWNET』への送信が正しく行われない場合があります。
    ・『三次マニフェスト』が『紙マニフェスト』であっても、『一次マニフェスト』
      が『電子マニフェスト』の場合は、『最終処分終了報告』の対象となります。

① ②

①

②
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15． チェックリスト
 メインメニューから『SMS-ASP』→『チェックリスト』をクリックします。

 送信内容を確認するためのリストを印刷します。

 　　帳票 送信予約リスト、送信済みリスト、運搬終了未入力リスト、処分終了未入力リスト
   最終処分未入力リスト、未送信リスト、エラーリスト　のいずれかを選択します。

   【指定する項目】

   　　・送信予約リスト  指定する項目なし
   　　・送信済みリスト  『送信日』
   　　・運搬終了未入力リスト 『交付日』の範囲（開始日～終了日）
   　　・処分終了未入力リスト 『交付日』の範囲（開始日～終了日）
   　　・最終処分未入力リスト 『交付日』の範囲（開始日～終了日）
   　　・未送信リスト  『交付日』の範囲（開始日～終了日）
   　　・エラーリスト  指定する項目なし

 　　送信日 『送信済みリスト』を出力する場合、『○月○日』分を指定して印刷します。
   指定された日付で『JWNET』に送信された『電子マニフェスト』情報を印刷します。

 　　交付日 『運搬終了日未入力リスト』、『処分終了日未入力リスト』、『未送信リスト』を出力する場合、
   入力設定された『○月○日～○月○日』を『交付日』で判定、抽出を行います。
   この範囲に含まれ、『運搬終了日』や『処分終了日』、『最終処分日』が未入力の一覧リスト
   を印刷します。

   ※ 日付範囲を長くすることにより、印刷までの時間が長くなる場合があります。
  　  　 できるだけ範囲を絞って条件設定することで、時間を短縮できます。

 　　指定項目なし　　『送信予約リスト』は、印刷時点で『送信予約』になっているものを、『エラーリスト』は、
   　　『送信エラー』で、『送信失敗』状態にあるもの全てを一覧で印刷します。

   『送信失敗』のケースで、エラーを無視してよい場合もあります。

   　　a）『SMS-ASP』申込み後、『利用開始日』に至っていない場合

    　 『送信エラー』になっていても修正の必要はなく、『利用開始日』以降に
    　 再送信します。

   　　b）『運搬終了報告』が、すでに『報告済』（EB07008) となっている場合

    　 『運搬終了日』が正しければ、再送信の必要はありません。
    　 確認する前に、ダウンロード処理を行って、該当マニフェストを最新状態に
    　 する必要があります。

 　　・廃棄物数量を確定者に固定する

  　チェックを入れた場合、印刷物の『数量』を、確定者の数量で印刷します。
  　基本的にはチェック無し（＝初期値）で進めてください。

  　【例】排出量　5 m3
  　　　  運搬量　5 m3
  　　　  処分量　3 t  数量確定者が『処分』業者の場合、『3 t』が表示されます。
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 　　・同じマニフェストは印刷しない

  　チェックを入れた場合、同じマニフェストが２回以上印刷される時、２回目以降を印刷しません。
  　基本的にはチェックあり（＝初期値）で進めてください。

  　【例】『最終処分終了報告』で、1 枚の 1 次マニフェストの詳細内容が 5 行あった場合
   　チェックあり　→　1 行表示
   　チェック無し　→　5 行表示

  　送信する内容は 1 枚のマニフェストですので、不要な行の表示をなくす機能です。

 【マニフェスト変更時の注意点】

 　　電子マニフェストは、排出、運搬、処分業者が、それぞれ独自のタイミングで『JWNET』に送信
 　　（更新）を行っているため、マニフェストを修正した場合、以下の点に注意が必要です。

 　　a）『運搬受託者』が修正した場合 『排出事業者』が承認するまで確定しません。
      確定せず、10 日経過すると、修正は無効となります。
      また、承認を得る前に、『処分受託者』や『排出事業者』が
      変更することはできなくなります。

 　　b）『処分受託者』が修正した場合 上記－ａ）『運搬受託者』が修正した場合－と同様

 　　c）『最終処分終了報告』を修正したい場合
      修正はできません。
      承認状態になることはありません。
      『中間処理業者』の都合により、『新規登録』と『取消し送信』
      のみ行えます。
      報告済の『最終処分終了報告』を変更したい場合は、『最終処分
      終了報告』を取り消し後に、再度報告という流れになります。

 　　d）『排出事業者』が修正した場合 『運搬受託者』と『処分受託者』の承認が必要です。
      承認前に、『運搬受託者』または『処分受託者』が、『新規登録』
      したり、修正、変更したりすることもできません。

 【『産廃イチロー』入力時の注意事項】

 　　・『産廃イチロー』入力時、『運搬区間１』を修正、『運搬区間２』を新規送信を同時に行うと、
 　　　 上記 － a）『運搬受託者』が修正した場合－に該当するため、運搬区間の送信が失敗します。

 　　　 この場合　a）『運搬区間１』の修正を行って承認後、翌日、もう一度『運搬区間２』を送信する
     b）『運搬区間２』を登録した後、翌日、『運搬区間１』の修正を行って承認する
 　　　 の、どちらかの処理方法で、送信を行ってください。

 　　・電子マニフェスト削除時、『SMS-ASP』での取扱い
  　　最終更新日より、40 日間、削除データとして存在します。

 　　・『JWNET』ダウンロード時、『最終処分終了報告』について、『ひも付け管理』導入ユーザ様と
 　　　『ひも付け管理』未導入ユーザ様で、以下の違いがあります。

  　　a）導入ユーザ
   　『最終処分日』は、ダウンロード時に『ひも付け』状態が存在する場合、『取込み』を
   　行いません。
   　（１次、２次マニフェスト『取込み』時に、『ひも付け』状態により取り込まれるため）

  　　b）未導入ユーザ
   　『最終処分日』の『取込み』を行います。
   　（『取込み』を行わないと、『最終処分日』が設定される機会がないため）

 　　・マニフェスト変更可能期間の原則
  　　a）『排出事業者』 新規マニフェスト『登録日』より起算して、180 日以内
  　　b）『最終処分終了報告』が完了していること

 　　※ 『産廃イチロー』では、以下の条件は判定できませんので、ご注意ください。
  　　・『最終更新日』から 10 日以上経っている
  　　・現在『承認待ち』状態である、などの、確定状態でない場合
  　　・運搬や処分報告が完了している
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16． 送信予約一括取消
 メインメニューから『SMS-ASP』→『送信予約一括取消し』をクリックします。

 『SMS-ASP』での『JWNET』への『送信予約』を一括して取消します。

  抽出 　クリックすると、現在『送信予約』状態のマニフェストの一覧リストが表示

   　されます。

  取消し 　『送信予約』を取消したいマニフェストを選択（青色反転）状態にした後

   　『取消し』ボタンをクリックすると、下の確認メッセージが表示され、『はい』を

   　クリックすると、『送信予約』の『取消し』処理が実行されます。

 マニフェスト画面から、ひとつひとつ『送信予約』取消しも可能ですが、量が多いと手間がかかります。

 その手間を省くためのメニューです。
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17． ホームページ
 メインメニューから『SMS-ASP』→『ホームページ』をクリックすると、ブラウザが起動して、弊社の
 『SMS-ASP』のホームページが開きます。

 『ユーザ ID』と『パスワード』を入力して『ログイン』すると、メインメニューが表示されます。

 メインメニュー  トップページです。

 紙マニフェスト  『産廃イチロー』のデータです。
    （『紙マニフェスト』を『排出事業者』や『処分受託者』に公開できます）

 電子マニフェスト ＪＷＮＥＴ送信を行うまたは、行ったデータを確認できます。

 ログアウト  ログイン画面に戻ります。

 電子マニフェスト情報 新規送信件数、修正送信件数、承認件数を表示します。
    該当の項目をクリックすることにより、情報に含まれるデータを一覧表示します。

 お知らせ情報  『排出事業者』もしくは『処分受託者』に向けて、サービス内容など、広告等を
    掲示できます。
    掲示内容には、リンク機能をつけることができますので、他の WEB ページに
    移動することもできます。
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18． お知らせ
 メインメニューから『SMS-ASP』→『お知らせ』をクリックします。

 排出事業者・処分受託者に向けて、貴社のサービスや広告などを掲示する機能です。

 お知らせ日 お知らせ日付を指定します。

 お知らせ内容 見出しの文章（タイトル）を入力設定します。

 WEB アドレス リンク先の『WEB アドレス』（URL）がある場合は、指定します。
   『WEB アドレス』のない場合は、掲示のみでリンク先への移動はなくなります。

 追加  『お知らせ日』、『お知らせ内容』、『WEB アドレス』に入力した内容を初期化（空白）し、
   新規追加の状態にします。

 削除  以前お知らせ登録しているものを削除します。
   削除したいデータを一覧リストで選択指定し、『お知らせ日』、『お知らせ内容』に
   表示されたことを確認してから『削除』ボタンをクリックします。

 登録  登録確認メッセージが表示されますので、『はい』をクリックすると、『SMS-ASP』
   （産廃 WEB）貴社ホームページに、お知らせ内容を登録します。
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19． ライセンスチェック
 メインメニューから『SMS-ASP』→『ライセンスチェック』をクリックします。

 『JWNET』および『SMS-ASP』を利用するため、マスターに登録されている『加入者番号』と

 『パスワード』の、現在の登録状態を画面表示し、一括して確認できます。

 　　詳細表示

  現時点で『電子マニフェスト』のライセンスが、マスターに登録されている事業者の情報を

  画面に表示します。

  　　・排出事業者の『コード』

  　　・排出事業者の『名称』

  　　・排出事業者が『SMS-ASP』にログインするための『パスワード』

  　　・排出事業者の『JWNET』での『加入者番号』

 　　XXXX 年 XX 月 XX 日　現在）

  現時点で、『電子マニフェスト』のライセンスが、マスターに登録されている事業者の

  件数の合計を表示します。
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20． アップロード
 通常業務ではこのメニューは使用しません。
 『SMS-ASP』サーバーへのアップロードが、失敗する時の緊急対処用です。
 弊社サポートセンターのフォローを受けながら処理を進めるようにしてください。

 メインメニューから『SMS-ASP』→『アップロード』をクリックして開きます。

 現時点での各種マスターやマニフェストを、『SMS-ASP』サーバーへアップロードする作業に
 ついては、運用開始時に一括して行いますが、（本操作説明書『5．一括アップロード』参照）
 不測のエラー対処のためなど、一部のデータのみを更新する必要がある場合に、本画面から
 個別に指定してアップロードすることができます。

 (1)　『対象』をドロップダウンリストから選択します。

 (2)　『抽出』ボタンをクリックすると、現在の登録状態が、一覧リストで表示されます。

 (3)　サーバーへアップロードしたいデータの行をクリックし、選択（反転）状態にします。

 　　　※ 複数行を選択する方法
   Shift キーを押しながらドラッグ 　連続した範囲を選択
   Ctrl キーを押しながらクリック 　非連続の１行ずつを複数選択　　することができます。

 (4)　『アップロード』ボタンをクリックすると、サーバーへアップロードされます。
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21． ストアドプロシージャの更新
 通常業務ではこのメニューは使用しません。
 予期せぬ事態が発生した場合に使用することがあります。

 何度操作しても問題は起きませんが、通常は本作業は行わないようにしてください。

 メインメニューから『SMS-ASP』→『ストアドプロシージャの更新』をクリックすると、

 機能強化において必要になった、データベースのストアドプロシージャを更新します。

 下記メッセージが出れば、更新作業は正常に終了しています。
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22． 『排出事業者』が『JWNET』に直接送信する場合の操作

　　22-1．　登録マニフェストを『JWNET』に個別に送信する方法

 (1)　届いたメールに記載された URL にアクセスします。
 　　 マニフェスト単位となります。
  【例】 マニフェストが 10 枚あれば、メールも 10 通

 (2)　インターネットが開きますので、『パスワード』を入れて『ログイン』します。

 　　 ※ パスワード
  　『収集運搬受託者』様より公開されている『パスワード』をご入力ください。
  　ご不明の場合は、『収集運搬受託者』様にお問い合わせください。

『排出事業者』が『SMS-ASP』画面上で『JWNET』への送信判断をする手順です。

『産廃業者』が『マニフェスト』データを『産廃イチロー』上で新規作成するが、『JWNET』への送信を
『排出事業者』に委ねる際の、『排出事業者』側の操作方法です。
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 (3)　メールに記載の『電子マニフェスト』が開きます。

 　　 中身をご確認いただき、問題がある場合は、その内容についての編集を『収集運搬受託者』様に

 　　 ご依頼ください。削除の場合も同様です。

 　　 問題がなければ、画面下部の『JWNET 予約送信』ボタンをクリックします。

 (4)　『送信できました。』のメッセージが表示されましたら『OK』をクリックします。
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 (5)　右上に『送信予約』と赤色で表示されれば完了です。インターネットブラウザを閉じてください。
 　　 ※ その日の夜 8 時頃から『JWNET』への送信が順次行われます。

 　　 ※ 送信予約の取消し
  　送信予約を取り消したい場合は、画面下部の『JWNET 予約取消』ボタンをクリックして、
  　送信を取り消すことができます。
  　そのあと、送信を行う場合は、手順 (3) をやり直してください。

 運搬業者・処分業者から、『SMS-ASP』を介して『終了報告』（送信）が行われたとき
 　　下記のようなメールでのお知らせ（通知）が届きますので、内容をご確認いただけます。

 　　 ※ メールが届かない場合
  　メールアドレスが正しくない可能性があります。収集運搬受託者様にお問い合わせください。
  　また、メールの遅延が発生している場合も、まれにありますので、しばらく時間をおいた後に、
  　もう一度、受信をお試しください。
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　　22-2．　登録マニフェストを『JWNET』へ一括送信する方法

 メール内の URL からマニフェスト単位で都度送信する手間を省き、一括して送信を行うやり方です。

 (1)　下記 URL から『SMS-ASP』のページを開き、ログインします。
  https://www.sanpaiasp.net/

 (2)　画面左下部『電子マニフェスト情報』の『新規送信件数：〇件』の行をクリックします。

『排出事業者』が『SMS-ASP』画面上で『JWNET』へ、一括送信する方法です。

『産廃業者』が『マニフェスト』データを『産廃イチロー』上で新規作成するが、『JWNET』への送信を
『排出事業者』に委ねる際の、『排出事業者』側の操作方法です。

https://www.sanpaiasp.net/ 
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 (3)　送信したいマニフェストにチェックが入っていることを確認し、『送信予約』ボタンをクリックします。

 　　 ※ 初期表示では、全てにチェックが入っています。送信しない分は、チェックを外してください。

 (4)　『送信予約しました。』と表示されましたら、『OK』をクリックします。

 (5)　『送信』の欄に『○』が付いて『新規送信』と表示されているものが、本日夜の送信対象となります。
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　　22-3．　『SMS-ASP』画面上で電子マニフェスト情報を確認する方法

 (1)　下記 URL から『SMS-ASP』のページを開き、ログインします。
  https://www.sanpaiasp.net/

 (2)　画面上部『電子マニフェスト』をクリックします。

 (3)　検索条件を入力して『検索開始』ボタンをクリックすると、該当する『電子マニフェスト』が
 　　 画面下部に、一覧表示されます。

検索結果

https://www.sanpaiasp.net/ 
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 (4)　一覧表示された検索結果リストで、マニフェスト情報を確認します。

 　　 ・確認したいマニフェストの行を選択してクリックすると、『産廃イチロー』のマニフェスト画面が

 　　　 表示されます。（入力、編集はできません）

 　　 ・検索結果リストの内容を、CSV ファイルや PDF ファイルに出力することもできます。

   エクスポート出力：
  　　ＣＳＶ 検索結果に該当するデータを CSV ファイルに出力します。

  　　ＰＤＦ 検索結果に該当するデータを、PDF 形式の一覧リストに変換し、印刷します。

 　　 ・検索結果が 10 件以上の場合は、検索結果上段の『ページ番号』をクリックして切替えます。

 　　 ※ 検索結果に該当するデータ件数は、200 件までです。

 　　　  200 件以上は、切捨てられます。

 【検索した電子マニフェスト情報を印刷する方法】

 　　a)　前ページ (3) で一覧表示された検索結果リストで、印刷したいマニフェストの行をクリックします。

PDFサンプル
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 　　b)　マニフェストデータが表示されますので、その画面上で右クリックして『印刷』を選択します。

 　　c)　プリンタを選択して印刷すると、下のように『A4』用紙『縦』向きで、出力できます。
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23． 【サンプル】排出事業者様へのご案内状

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成〇年〇月〇日
 株式会社 ○○○○
 〇〇部 ○○長　佐藤太郎　様
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　株式会社 ○○○○

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〇〇部 ○○長　産廃一郎

インターネットホームページを利用した廃棄物の状況問合せのお知らせ

 拝啓　時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

 平素は格別のお引き立てにあずかり、ありがたく厚くお礼申し上げます。

 さて、この度弊社では、処理を請け負った廃棄物に関する現在の状況を、下記ホームページから

 お問い合わせいただけるサービスを開始する運びとなりましたので、お知らせいたします。

 安心して任せられる企業として、今後一層の精進を重ねることの証として、本サービスを提供させて

 いただきます。

 操作はいたって簡単にでき上がっておりますので、一度、ログインをお試しいただき、廃棄物の状況

 把握や管理のために、ぜひともご活用くださいますようお願い申し上げます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　敬 具

記

  ホームページアドレス：https://www.sanpaiasp.net/

  貴社の　ユーザ ID：　　

  　　　　パスワード：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以 上

https://www.sanpaiasp.net/
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24． 運用に関する情報集

　　【『ダウンロード』画面】

 ● 『電子マニフェスト』は、【直行・積替・建設】という分かれ方にはなっておらず、『積替保管』が
 　あるかないかのみです。

 　　　『建設』マニフェストとして『取込み』たい場合は、ダウンロード（『照会』）後、『マニ区分』を
 　　　『建設』に変更します。
 　　　一度設定すると、そのマニフェストデータは『建設系』として判断されます。

 　　　※ 『直行用』として既に取り込み済であっても、『建設系』として再取込みすると、『直行用』は
   自動的に削除され、『建設系』マニフェストにデータ移行されます。
   （『産廃イチロー』内に、既に同じにデータがあれば、『入力補助』や『他社電子マニフェスト』
   などに関係なく、同じ区分に判別されます。）

 ● 『他社電子マニフェスト』の場合

 　　　(1) 『マニ区分名』判定基準 … 下記、①と②の条件で判断されます。
  　　① 『積替え保管』があるかないか？　　② 『廃棄物種類』が『直行用』か『建設系』か？

  　　A．『積替え保管』がなくて、『直行用』専用の『廃棄物種類』の場合　→　直行
  　　B．『積替え保管』があって、『直行用』専用の『廃棄物種類』の場合　→　積替
  　　C．『積替え保管』あるなしに関わらず、『建設系』専用の『廃棄物種類』の場合　→　建設

  　　※ 『直行』と『建設』の両方に存在する『廃棄物種類』の場合は、『直行』か『積替』となります。

 　　　(2) 下記項目は、一度『取込み』を行うと、次回ダウンロード以降、自動セットされるようになります。
  　　廃棄物種類、名称、荷姿、単位、処理区分、処分方法

  　　※ これらの項目は、『ダウンロード』画面での『取込み』時と、『マニフェスト』画面での
  　　　 『保存』時に、登録されます。

  　　※ 他の項目については、記憶されませんのでご注意ください。
    　《例》　排出事業者、運搬受託者、処分受託者　など　は保存されません。

 ● 『ダウンロード』画面での、『排出事業場』と『最終処分場』の一致条件

 　　　『名称』と『住所』の両方が一致すると、自動セットされるようになっています。
 　　　（『And』条件です。『Or』ではありません。）
 　　　複数件ある場合は、『ダウンロード』画面で、手動で選択する必要があります。

 　　　※ その他にも、マスター登録している『加入者番号』が一致するかどうかで判断します。
  　　《例》　他社の　排出事業者、運搬受託者、処分受託者　など

  　　他社の『運搬受託者』のデータであっても、『産廃イチロー』で『運搬受託者マスター』（他社
  　　に該当するもの）に『加入者番号』が登録されていれば、『ダウンロード』画面で、自動表示
  　　されます。赤くエラーになることはありません。
  　　他社の『加入者番号』は『ダウンロード』画面で確認することができます。

 　　　※ 『最終処分場』の一致について
  　　『ひも付け』をしている場合は、『２次マニフェスト』の『最終処分を行った場所』の欄で登録
  　　している内容と一致するか、検査を行います。
  　　『ひも付け』しているにも関わらず、上記の欄が空白だったり、別の『最終処分受託者』と
  　　『最終処分場』が登録されている場合は、一致しないと判断され、赤くエラーとなります。

-----　日常業務の手助けになる情報を集めました　-----
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 ● 『ダウンロード』画面での、『積替保管場所』の一致条件

 　　　『名称』と『住所』と『事業場番号』、の３箇所の一致 が必要です。

 ● 『JWNET』で、『予約登録』している状態のデータは、『産廃イチロー』に『取込み』はできません。
 　『産廃イチロー』からも、『JWNET』予約登録の機能は使用できません。

 　運用でカバーする方法として、『紙マニフェスト』として『産廃イチロー』に登録をしておき、送信
 　できる状態になったら『電子マニフェスト』に切り替える、という方法で対応できます。

 ● 『ASP データダウンロード』画面で『取消フラグ』が『1』となっている場合は、削除されたデータです。

 　　　『ダウンロード』画面には、削除されたデータも表記されます。
 　　　が ･･･ 実際は存在しないデータですので、『産廃イチロー』に『取込み』をしても、削除されます。
 　　　削除され、現時点では存在しないデータをダウンロード（『取込み』）するため、奇妙に感じられると
 　　　思いますが、システム運営上、必要な処理です。

 　　　※ 『取消し』された日付を過ぎると、『ダウンロード』画面にも表示されなくなります。

 ● 『ASP データダウンロード』画面での、『○○フラグ』の項目説明

 　　　承認待ちフラグ →　1：承認待ちなし 2：修正承認待ち 　　3：取消し承認待ち
 　　　運搬終了フラグ →　0：未報告  1：報告済み
 　　　処分終了フラグ →　0：未報告  1：報告済み
 　　　最終処分フラグ →　0：未報告  1：報告済み

 ● 『ダウンロード』画面の『廃棄物確定コード』は『数量確定者』のことです。 『F10 表示切替』ボタンを
 　クリックして表示できます。

 　　　01：排出事業者 　02：処分業者 　　03 ～ 07：収集運搬業者

 　　　『数量確定者』の数字が、取込後『産廃イチロー』の『マニフェスト』内の、表側の数量として
 　　　表記されます。
 　　　『数量確定者』は、『排出事業者』が決定する項目です。マニフェスト単位で決定されます。

 ●『他社電子マニフェスト』の運用で、『処分方法』は『産廃業者』が変更することはできません。
   『排出事業者』に変更を依頼する形になります。

 ● ダウンロード（『取込み』）は基本的に、『抽出日』を『前回取込日～当日』の期間で指定、『抽出項目』を
 　 『最終更新日』として、毎日行います。
 　 こうすることで、データの取りこぼしを防げます。

 ● ダウンロード（『取込み』）をすると、『エラーコード＝ EE04005』と出る場合

 　　　→ 『抽出日』範囲に問題があります。 《例》年号が間違っている　など

 ● 『ダウンロード』画面で、『加入者番号』を確認することができます。

 　　　『排出』と『処分』の『加入者番号』は、『F11 表示切替』をクリックし、表示項目を切り替えて確認 
 　　　できます。
 　　　『運搬』の『加入者番号』は『F3 運搬』をクリックし、表示項目を切り替えて確認できます。
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 ● 『最終処分』の情報の、一致条件について

 　　　ひも付けされているかどうか、をまずチェックする仕組みになっていますので注意が必要です。

 　　　A．ひも付けしていない場合
  　　『処分場マスター』の『ＷＥＢ名称』と『ＷＥＢ住所』の完全一致、を確認します。
  　　『ＷＥＢ名称』・『ＷＥＢ住所』が登録されていない場合は、『名称』と『住所』を参照します。

 　　　B．ひも付けしている場合
  　　まず、『１次マニフェスト』の『最終処分を行った場所』に記載があるかどうかをチェックします。
  　　その後、『処分場マスター』の『ＷＥＢ名称』と『ＷＥＢ住所』の完全一致、を確認します。
  　　『ＷＥＢ名称』・『ＷＥＢ住所』が登録されていない場合は、『名称』と『住所』を参照します。

  　　※ 『１次マニフェスト』の『最終処分を行った場所』に内容がセットされていないと
  　　　 一致しません。

　　【マスター関連】

 ● 『最終処分場』となる『処分場マスター』の『住所』は、『都道府県』から正確に登録が必要です。
      『市区町村』から登録をしていると、『最終処分終了報告』が不具合で返ってきます。

 ● 『処分不要業者』の登録

 　　　１枚のマニフェストが全て『有価物』となる場合のみ、『処分場マスター』の『加入者番号』に
 　　　『0000000』（＝ゼロで 7 桁）を登録して運用します。

 ● 『部分』有価の処理

 　　　１枚のマニフェストで部分的に『有価物』となる場合は、『マニフェスト』上で『有価物収拾量』に
 　　　『数字』と『単位』を登録します。

  　※ この時は『処分業者』としての『加入者番号』が入った『処分場マスター』を使用します。
  　　 同じ会社で両方のケースが発生する場合、『処分場マスター』を分けて、2 つ作成する必要
  　　 があります。

 ● 『処分場マスター』は、『他社』であっても『加入者番号』と『公開確認番号』（公開パスワード）は、
 　  必須登録となります。

　　【マニフェスト入力・送信】

 ● 『1 次マニフェスト』で完結する場合（『２次マニフェスト』がない場合）

 　《マニフェスト入力の際の注意点》

 　　　① 『処分終了年月日』と『最終処分終了年月日』は同じ日付で両方とも入力します。

  　※ 『処分終了年月日』を登録する時に必ず、両方入力します。
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 　　　 ② 『最終処分を行った場所』の登録。『処分受託者』、 『処分事業場』と同じ内容を入力します。
 　　　　  その際、必ず 『選択』を使ってマスタデータから選択し、『自由』は使用しないようにします。

  　※ 『自由』を使用すると、自由な入力が可能になり、『処分受託者』と同じ内容を入力している
  　　 つもりでも、わずかな差で、別の内容と機械的に認識されてしまう恐れがあるため。

 ● Ｑ：『電子マニフェスト』で、部分的に『有価物』が発生する際の登録方法は？
 　　　（例：『混合廃棄物』で『金属くず』だけが『有価物』となる場合、など）

 　 Ａ：『産廃イチロー』の『マニフェスト入力』画面右下の『有価物拾集量』の欄に、有価物となる廃棄物
 　　　 の『数量』と『単位』を登録してください。

 　　　 ① 直行用・積替用  →　入力画面、右下の『有価物拾集量』の枠に入力してください。

 　　　 ② 建設系   →　入力画面、中央の下『積替え又は保管』欄の下の『有価収集物』の枠で、
     　　 『1. 有』にチェックを入れ、『実績数量』欄に入力してください。

 ● 『新規』登録の場合は、『運搬』と『処分』を同時に送信可能です。
     『修正』登録の場合は、同時に送信はできません。（『承認待ち』が発生するため）

 　　　※ 『運搬』の中だけでも、『修正』登録の場合は、『区間１』と『区間２』を、同時に送信はする
   ことはできません。（『運搬受託者』が違う場合があるため）

 ● 『積替え』がある時の『運搬終了報告』で、『新規』の場合は『区間 1』、『区間 2』、『区間 3』を同時に
 　 送信可能です。

 　　　※ 承認が発生しないため、問題ありません。
   『修正』の場合は同時送信は不可です。（『承認待ち』が発生するため）

 ● 『運搬終了報告』で『積替え』がある時、『区間 1』～『区間 3』のうち、『区間 1』のみを送信しようと
 　 すると（『区間 2』と『区間 3』が未入力の場合）、必ず以下のメッセージが出ます。

 　　　※ 『（区間 2）運搬終了日が未入力です』

   このメッセージが表示されても、『区間 1』のみの送信は正常にできますので、問題ありません。
   これは『産廃イチロー』の仕様上、『運搬』の『ASP 表示』がひとつしかなく、区間ごとには
   分かれていないためです。
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 ● 『マニフェスト』画面から呼び出す『数量メモ』画面について

 ③ 『数量の確定者』は、マニフェスト別に決まります。
 　 （『排出事業者』が『数量の確定者』を決定します。）

 　 『他社電子マニフェスト』で、『数量の確定者』が『運搬１受託者』や『処分受託者』の場合は、最初の
 　 『ダウンロード』→『取込み』では、マニフェストに『数量』は入りません。

 　 そこで、『数量メモ』画面を使用して『運搬１数量』と『処分数量』を入力してから登録（『保存 F11』）
 　 し直します。そのデータは、夜間に自動送信されますので、翌日に『ダウンロード』を行って、再度
 　 『取込み』をすると『他社電子マニフェスト』の『数量』に反映されます。

① 『JWNET』の『受渡確認票』の『運搬量』や『受入量』
　 は『産廃イチロー』の『数量メモ』画面内の『数量』
　 を変更します。

　 『削除』と『修正』の場合は、『排出事業者』の承認が
　 必要になります。（『新規』入力の場合、承認不要）

　 『運搬１数量』と『処分数量』を同時に修正しても、
　 1 度に 1 つしか送信できませんので、1 つずつ修正
　 作業を行います。

② 『数量メモ』画面の『連絡番号 1 ～ 3』、『備考 1 ～ 5』
　 は、『排出事業者』からの一方通行の情報です。

　 『排出事業者』様が、『JWNET』上で入力した内容が
　 表示されます。

　 これは、意思疎通が図りにくい『排出事業者』から
　 『産廃業者』へ向けた『お知らせ』のような使い方
　 をする項目です。
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 ● 『入力補助』の場合で、『排出事業者』の名称を変更したい時

 　　　→ 間違って登録したマニフェストを『削除』し、もう一度、『新規作成』します！

 　　　『産廃イチロー』上で『削除』すると、自動的に『取消登録』として『送信予約』に入ります。
 　　　『JWNET』から直接『削除』して『ダウンロード』→『取込み』を行ってもＯＫです。

 　　　『ダウンロード』処理を行うと、『削除されたマニフェスト』もダウンロードされます。その際、
 　　　『産廃イチロー』上にデータが残っていれば、削除されます。

 ● 『入力補助』の場合で、『送信済み』のマニフェストの『処分受託者』や『処分場』を変更したい時
 　 （『運搬』のみ担当しているマニフェストで『処分』は『他社』のケース）

 　　　→ 送信済みのマニフェストを『削除』し、もう一度、『新規登録』する必要があります。

 　　　以下の、２つの方法があります。
 　　　（『運搬終了報告』が済んでいて、『処分終了報告』がされていない、ことが前提です）

 　　　① 『産廃イチロー』でマニフェストを『削除』　→　『削除』の『送信予約』（翌日まで待ち状態）　
 　　　　 →　『運搬受託者』として『削除を承認』　→　『削除されたマニフェスト』のデータとして
 　　　　 『ダウンロード・取込み』（『産廃イチロー』と整合性をとる）　→　『産廃イチロー』上で、再度、
 　　　　 マニフェストを『新規作成』

 　　　② 『JWNET』で『排出事業者』としてログインし、マニフェストデータを『削除』　→　『運搬受託者』
 　　　　 として『削除を承認』　→　『削除されたマニフェスト』のデータとして『ダウンロード・取込み』
 　　　　 （『産廃イチロー』と整合性をとる = この作業により、『産廃イチロー』上のデータが自動『削除』 
 　　　　 される）　→　『産廃イチロー』上で、再度、『新規作成』

 　　　※ お急ぎの場合は、② の処理を行ってください。

 ● 『産廃イチロー』からの『運搬』と『処分』の『新規登録（送信）』で、すでに 『JWNET』上で『報告済み』
 　 の場合、自動的に『修正登録（送信）』になります。

 　 『産廃イチロー』からの送信と、 『JWNET』上で直接登録とを併用している状況では、注意が必要です。
 　 『切替』の時期は、特に注意！

 ● 『他社電子マニフェスト』を運用する時、『運搬終了報告』で送信可能な項目は、『運搬担当者』、『車両』、
 　 『運搬終了日』、のみです。

 ● 『運搬終了』の『修正』報告をした場合は、『排出事業者』の承認のみ必要です。
 　　　※『処分受託者』が『他社』であっても、『処分受託者』の承認は不要。（『処分終了報告』が済んでいても）
 　　　※『入力補助』の場合は『自動承認』となります。『送信予約リスト』に『排出承認』と表記されます。

 ● 『排出』の内容を『修正』報告する場合は、『運搬受託者』と『処分受託者』の承認が必要となります。
 　 『入力補助』をしていて、『処分受託者』が『他社』の場合は、『他社』の承認が必要なので注意が必要です。
 　 必要に応じて、承認してくださるよう、お願いすることになります。

 ● 『最終処分場』となる『処分場マスター』の『住所』は、『都道府県』から正確に登録が必要です。
 　　　※ 『市区町村』から登録をしていると、『最終処分終了報告』が不具合で返ってきます。

 ● 『最終処分終了報告』は、期限内であれば何度でも『取消』・『送信』が可能です。『排出事業者』の承認
 　  は発生しません。

 ● 『有害物質』がある場合は、『特管廃棄物』の（有害）であることが前提となります。
 　  『有害の特管』でない場合は、『有害物質』欄に入力をしていても、『有害物質の内容』だけは空欄となっ
 　  てしまいます。

 ● 『1 次マニフェスト』が『紙』、『２次マニフェスト』が『電子』の場合は、 『JWNET』への『最終処分終了報告』
 　 は不要です。

 ● 『JWNET』にある『排出事業場コード』については、『EDI 版』では、やり取り不可となっています。
 　 『SMS-ASP』に限らず、『EDI 版』では送受信ができません。

 ● 『JWNET』上の『報告担当者』は、『産廃イチロー』での、ログイン者の名前が送信されます。
 　 （ 『運搬終了報告』と『処分終了報告』）
 　　　※ 『産廃イチロー』に『管理者』でログインしている場合は、送信されません。
 　　　※ 『運搬担当者』、『処分担当者』とは別です。
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　　【チェックリスト】

 ● 『送信予約リスト』、『送信済みリスト』の日々のチェックについて

 　　　a）一日の作業が終了しましたら、毎日必ず『送信予約リスト』をご確認ください。
   このリスト内容が、当日の夜間に『JWNET』に送信される内容となります。
   ここで、当日『送信予約』に入らなければならないものが入っていない、逆に不要な『送信予約』 
   が入っていないか、などのチェックが必要です。

   　　『送信予約』に必要なものが入っていない場合
   　　　　→ 『マニフェスト』の『ASP 表示』ボタンをクリックし、『JWNET 予約送信』してください。

   　　不要な『送信予約』がある場合
   　　　　→ 『送信予約一括取消』から『取消』を行ってください。

 　　　b）翌日に『送信済みリスト』の内容を確認し、上記 a）前日分の『送信予約リスト』が、きちんと
    送信されているか、確認してください。
    もし漏れがありましたら、その原因等が、ご登録のメールアドレス宛に送信されているはずです
    ので、メール内容の確認が必要です。

 ● 廃棄物の『数量』は、『数量メモ』画面で正確に数字が入っていないと、『数量』の報告ができないことが
 　 あります。ご注意ください。

 ● 機能区分、機能番号の説明

機 能 区 分 機能番号 説　　明
排出新規登録 0503 等 マニフェストの新規登録　　0500 番台は新規
排出修正登録 0605 等 マニフェストの修正登録　　0600 番台は修正
運搬 1 新規登録 1000 運搬区間 1 の運搬終了報告　　イチローからの初めての報告

　　※運搬 2、運搬 3 も同じです
処分新規登録 1500 処分終了報告　　イチローからの初めての報告

運搬 1 修正登録 1100 運搬区間 1 の運搬終了報告の修正
　　※運搬 2、運搬 3 も同じです

運搬 1 取消登録 1300 運搬区間 1 の運搬終了報告の取消
　　※運搬 2、運搬 3 も同じです

処分修正登録 1600 処分終了報告の修正

排出承認 1200 入力補助時の自動承認（運搬、処分の修正報告時）
運搬 1 承認 0701 排出事業者の修正の承認
処分承認 0702 排出事業者の修正の承認

最終新規登録 2000 最終処分終了報告
最終修正取消 2100 最終処分終了報告の取消

『送信済み』のマニフェスト（『排出事業者』が『新規登録済み』で『交付番号』が振られている状態）に
おいては、『運搬』や『処分』業者の変更はできません。
変更したい場合は、該当するマニフェストを一旦『削除』し、もう一度、『新規』マニフェストを作成す
るしか方法はありません。
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 ● 未送信リスト
 　　　『電子マニフェスト』データ（『入力補助』または『確認送信』　※ 『他社』除く）で、『マニフェスト

 　　　番号』が入っていないデータが表示されます。

 　　　現時点で『送信予約』が入っていれば、表示はされません。

 　　　正常な使用をしている場合は、リストアップされることはありません。

 　　　もしリストアップされる場合は、『サポートセンター』にご相談ください。 

 ● エラーリスト
 　　　エラーで送信できなかった分です。10 日で非表示になります。

 ● 運搬終了、処分終了、最終処分　未入力リスト
 　　　『運搬終了日』、『処分終了日』、『最終処分終了日』が入っていないデータをリストアップします。

 　　　全ての『電子マニフェスト』データ（『入力補助』・『確認送信』・『他社』）で、『マニフェスト番号』 

 　　　が入っていることが前提です。

 　　　現時点で『送信予約』が入っていれば、表示されません。



25． 【付録】電子マニフェストシステム　各種コード表
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